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小山町危険空き家解体事業補助金交付要綱

平成２４年１２月２５日

告示第１１５号

（趣旨）

第１条 町長は、小山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則（平成２４年小山町規

則第２８号）第７条第２号に基づく補助金について、予算の範囲内において交付するも

のとし、その補助金の交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則（昭

和５１年小山町規則第１号）及びこの要綱に定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１） 危険空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する特定空家等及び法第１３条第１項

に規定する管理不全空家等をいう。

（２） 解体撤去業者 空き家等の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する危険空き家の所有者等で、

次の各号のいずれにも該当するものとする。

（１） 町税を滞納していないこと。

（２） この要綱に基づく補助金を受けていないこと。

（補助対象危険空き家）

第４条 補助金交付の対象となる危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

（１） 個人が所有していること。

（２） 建替えを目的としていないこと。

（３） 土地の譲渡を目的としていないこと。

（４） 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

（補助対象経費）

第５条 補助金交付の対象となる経費は、解体撤去業者による危険空き家の解体及び撤去

（以下「危険空き家解体事業」という。）に要した工事費とする。
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（補助金の額）

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の３分の１以内とし、６０万円を限

度とする。

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。

（交付の申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、危険空き家解

体事業着手前に小山町危険空き家解体事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲

げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

（１） 補助対象危険空き家の位置図

（２） 補助対象危険空き家の解体及び撤去に係る経費の見積書の写し

（３） 補助対象危険空き家の現況写真

（４） 補助対象危険空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明

書

（５） 補助対象危険空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の解体等

に係る委任状

（６） 補助対象危険空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土

地の所有者の解体等に係る同意書

（７） その他町長が必要と認めるもの

（交付の決定）

第８条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容の精査及び現地

調査を行い、小山町危険空き家解体事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。

（交付申請の変更）

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）で、申請の内容

を変更又は中止しようとするものは、小山町危険空き家解体事業変更（中止）承認申請

書（様式第３号）を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

２ 町長は、前項に規定する承認申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その

内容を承認したときは、小山町危険空き家解体事業変更（中止）承認通知書（様式第４

号）により通知するものとする。
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３ 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに

付した条件等を変更することができる。

（実績報告）

第１０条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、事業完了後３０日以内又は補助金

の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小山町危険空き家

解体事業補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出し

なければならない。

（１） 補助対象危険空き家の解体及び撤去等に要した経費を証する領収書の写し

（２） 補助対象危険空き家の解体及び撤去後の写真

（３） 廃棄物処理に関する処分証明書類

（４） その他町長が必要と認めるもの

（補助金の額の確定）

第１１条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、

適正と認めたときは補助金の額を確定し、小山町危険空き家解体事業補助金交付額確定

通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第１２条 前条の通知を受けた交付決定者は、確定の通知を受けた日から起算して７日以

内に小山町危険空き家解体事業補助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しなけれ

ばならない。

（交付決定の取消し）

第１３条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。第１１条の規定により補助金の額

の確定を通知した後においても同様とする。

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

（２） 補助事業完了後１年を経過しないうちに住宅等を建築したとき、又は補助事業

完了後の土地を有償で譲渡したとき。

（３） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（４） 前３号に掲げるほか、町長が不当であると認める事由が生じたとき。

（補助金の返還）

第１４条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該
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取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め

るものとする。

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。

この告示は、令和 ８年４月１日から施行する。
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様式第１号（第７条関係）

様式第２号（第８条関係）

様式第３号（第９条関係）

様式第４号（第９条関係）

様式第５号（第１０条関係）

様式第６号（第１１条関係）

様式第７号（第１２条関係）


